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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に順に設けられた剥離層、および着色層を少なくとも備え、前記剥離層はアルキ
ルペンダント系離型剤、および炭化水素系ワックスを含み、前記アルキルペンダント系離
型剤の配合割合は、当該剥離層を形成する固形分の総量の５質量％以上、２０質量％以下
である感熱転写媒体。
【請求項２】
　前記炭化水素系ワックスは、融点が８５℃以上、１００℃以下である請求項１に記載の
感熱転写媒体。
【請求項３】
　前記着色層は、剥離層の炭化水素系ワックスより融点が５～１５℃高い炭化水素系ワッ
クス、バインダ樹脂としてのエポキシ樹脂、および着色剤を含み、前記炭化水素系ワック
スの配合割合は、当該着色層を形成する固形分の総量の３質量％以上、１５質量％以下で
ある請求項１または２に記載の感熱転写媒体。
【請求項４】
　前記着色層上に、ポリオレフィン系樹脂、およびカルナバワックスを含むオーバー層を
積層してなる請求項１ないし３のいずれか１項に記載の感熱転写媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、感熱転写媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　オンデマンドで小ロットの印刷が可能な印刷法として、感熱転写可能な着色層を備えた
感熱転写媒体による感熱転写印刷が、様々な分野で様々な被印刷体に対して広く普及して
いる。
　例えば被印刷体としての、片面に粘着層が形成されるとともに反対面（被印刷面）に上
記粘着層に対する離型処理がされ、剥離紙を介さず直接にロール状に巻回されるテープ状
のいわゆるセパレスラベルの、離型処理された被印刷面に文字や画像等の印刷をするため
に、上記感熱転写媒体を用いた感熱転写印刷を適用することが検討されている。
【０００３】
　しかし被印刷面が離型処理されているため、通常の感熱転写媒体を使用したのでは着色
層の接着性が十分でなく鮮明な印刷が難しい上、印刷した着色層の上に感圧粘着テープを
貼り付けたのち引き剥がすいわゆるセロピック試験をすると着色層が剥がれやすい、耐擦
過性が低く着色層が摩擦によってかすれやすいといった問題がある。
　そこで特許文献１では、着色層のバインダ樹脂として接着性に優れたエポキシ樹脂を使
用することが提案されている。
【０００４】
　また特許文献２では、ポリオレフィン系樹脂を含む被印刷面と組み合わせる着色層のバ
インダ樹脂として、上記被印刷面との接着性が高い上、耐擦過性にも優れた着色層を形成
しうるポリエチレン系ワックスを使用することが提案されている。
　さらに特許文献３では、アルキルペンダント系離型剤を含む被印刷面と組み合わせる着
色層のバインダ樹脂として、上記被印刷面との接着性が高い上、耐擦過性にも優れた着色
層を形成しうるアルキルペンダント系離型剤を使用することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１７５０５１号公報
【特許文献２】特開２０００－１３５８７１号公報
【特許文献３】特開２００１－３３４７５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが特許文献１～３に記載の感熱転写媒体はいずれも、ロール状に巻回されたセパ
レスラベルをロールから繰り出した後に印刷をする際に、上述したように着色層の接着性
や離型性を高めることを考慮したものに過ぎない。
　いずれの特許文献に記載の感熱転写媒体も、例えばあらかじめセパレスラベルの被印刷
面に印刷をし、ロール状に巻回した状態で保管したのち必要な長さを繰り出して使用する
用途においては着色層の接着性、離型性が不十分である。
【０００７】
　そして被印刷面に感熱転写した着色層が、セパレスラベルを繰り出す際に当該着色層の
上に巻き重ねられて粘着していた粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側
に転移（裏写り）したりしやすいという問題がある。
　これは通常のセロピック試験であれば、感圧粘着テープを貼り付けたほぼ直後に引き剥
がして接着性を評価するのに対し、セパレスラベルの粘着層は、当該セパレスラベルをロ
ール状に巻回した状態で長期間に亘って保管している間、着色層に粘着し続けていること
や、セパレスラベルをロール状に巻回する際の巻き付けによる粘着層の被印刷面への接触
圧が、セロピック試験の際の手動による感圧粘着テープの貼り付け時の接触圧より大幅に
大きいことなどが原因と考えられる。
【０００８】
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　特に特許文献１に記載の感熱転写媒体の着色層は離型剤を含まないため、特に上記の用
途では粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移したりしやすい。
　また特許文献２に記載の感熱転写媒体の着色層はポリエチレン系ワックス主体であって
凝集力が低く凝集破壊しやすいことから、やはり上記の用途では粘着層の粘着力によって
被印刷面から剥離して粘着層側に転移したりしやすい。
【０００９】
　さらに特許文献３に記載の感熱転写媒体の着色層は脆くかつ造膜性が低いアルキルペン
ダント系離型剤主体であるため、やはり上記の用途では粘着層の粘着力によって被印刷面
から剥離して粘着層側に転移したりしやすい。
　また特許文献２、３で着色層を形成しているポリエチレン系ワックスやアルキルペンダ
ント系離型剤は、それぞれ先に説明した特定の（同系の）離型処理をした被印刷面に対し
てはある程度の接着性を示す。しかしそれ以外の被印刷面に対してはその名のとおり主に
離型剤として機能するため、やはり上記の用途では粘着層の粘着力によって被印刷面から
剥離して粘着層側に転移したりしやすい。
【００１０】
　本発明の目的は、現状よりも接着性、離型性、耐擦過性に優れ、被印刷面に感熱転写し
た着色層が粘着力によって剥離したり、摩擦によってかすれたりしにくい感熱転写媒体を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、基材上に順に設けられた剥離層、および着色層を少なくとも備え、前記剥離
層はアルキルペンダント系離型剤、および炭化水素系ワックスを含み、前記アルキルペン
ダント系離型剤の配合割合は、当該剥離層を形成する固形分の総量の５質量％以上、２０
質量％以下である感熱転写媒体である（請求項１）。
【００１２】
　また前記炭化水素系ワックスは、融点が８５℃以上、１００℃以下であるのが好ましい
（請求項２）。
　前記着色層は、剥離層の炭化水素系ワックスより融点が５～１５℃高い炭化水素系ワッ
クス、バインダ樹脂としてのエポキシ樹脂、および着色剤を含み、前記炭化水素系ワック
スの配合割合は、当該着色層を形成する固形分の総量の３質量％以上、１５質量％以下で
あるのが好ましい（請求項３）。
【００１３】
　また前記着色層上には、ポリオレフィン系樹脂、およびカルナバワックスを含むオーバ
ー層を積層するのが好ましい（請求項４）。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の発明の感熱転写媒体によれば、少なくとも剥離層と着色層との積層体で
ある感熱転写層を基材から離型させて、被印刷面上に着色層および剥離層の順に積層され
た状態で感熱転写させることができる。
　この状態では、被印刷面への接着性を着色層によって確保しながら、当該着色層をその
上の剥離層によって保護することができる。そのため両層の機能分離により被印刷面への
接着性、および粘着層などに対する離型性をともに現状よりも向上できる。
【００１５】
　特に着色層を保護して感熱転写層の最表面を構成する剥離層に離型性に優れたアルキル
ペンダント系離型剤を集中的に存在させることでその離型性を向上して、例えばあらかじ
めセパレスラベルの被印刷面に印刷をし、ロール状に巻回した状態で保管したのち必要な
長さを繰り出して使用する用途に使用しても、被印刷面に感熱転写した少なくとも着色層
が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移したりするのを防止でき
る。
【００１６】
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　すなわち剥離層がそれ自体のもつ良好な離型性によって粘着層との間で離型して、着色
層を含む感熱転写層の全体を被印刷面側に残留させたり、剥離層は粘着層側に移行しても
着色層との間で層分離して当該着色層を被印刷面側に残留させたりするために機能する。
　また剥離層で保護することで感熱転写層の全体での耐擦過性を向上して、摩擦によって
かすれたりするのも防止できる。
【００１７】
　さらに上記機能分離によって着色層の接着性を高め、感熱転写層の感度を向上して転写
不良によるかすれを防止することもできる。
　また、脆くかつ造膜性が低いアルキルペンダント系離型剤とともに造膜性を有する炭化
水素系ワックスを併用することで、先に説明した着色層を保護する効果に優れた、適度の
厚みを有する剥離層を形成できる。
【００１８】
　しかも炭化水素系ワックスは無極性で離型性に優れるため、剥離層の離型性をさらに向
上して、感熱転写層の全体や剥離層が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着
層側に転移したりするのをより一層確実に防止できる。
　ただしアルキルペンダント系離型剤の配合割合が少なすぎる場合には、当該アルキルペ
ンダント系離型剤による離型効果が不十分になって、剥離とそれに伴う粘着層側への転移
とを防止する効果が不十分になるおそれがある。そのためアルキルペンダント系離型剤の
配合割合は、剥離層を形成する固形分の総量の５質量％以上に限定される。
【００１９】
　またアルキルペンダント系離型剤の配合割合が多すぎる場合には相対的に炭化水素系ワ
ックスの割合が少なくなるため、当該炭化水素系ワックスによる造膜性を向上する効果が
不十分になり、剥離層の耐擦過性が低下して摩擦によってかすれたりしやすくなるおそれ
がある。そのためアルキルペンダント系離型剤の配合割合は、剥離層を形成する固形分の
総量の２０質量％以下に限定される。
【００２０】
　請求項２記載の発明によれば、剥離層に使用する炭化水素系ワックスとして融点が８５
℃以上の高融点、高分子量で、ワックスの中では凝集力、造膜性に優れたものを選択して
用いることにより耐擦過性を向上できる。
　また融点が８５℃以上の炭化水素系ワックスを用いることで、剥離層が感熱転写時に溶
けすぎるのを抑制して、例えば感熱転写領域に隣接する非転写領域の感熱転写層まで基材
から剥離するいわゆる余剥離の発生を防止でき、印刷の鮮明性も向上できる。
【００２１】
　また余剥離の部分の感熱転写層は被印刷面に十分に接着していないため粘着層の粘着力
によって被印刷面から剥離しやすい上、剥離の際に被印刷面に接着している隣接する感熱
転写領域の感熱転写層を伴って剥離する場合がある。
　これに対し余剥離の部分をなくすることで、感熱転写領域の感熱転写層が余剥離の領域
とともに粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移してしまうのを防
止できる。
【００２２】
　ただし炭化水素系ワックスの融点が高すぎる場合には感熱転写層の全体の感度が低下し
て転写不良によるかすれを生じるおそれがあるため、当該融点は１００℃以下であるのが
好ましい。
　請求項３記載の発明によれば着色層は、被印刷面に対する接着性に優れるとともに凝集
力の高いエポキシ樹脂を主体としているため、造膜に寄与しない顔料等の着色剤を含んで
いるにも拘らず、当該着色剤の割合を小さくして印刷の濃度を低下させることなしに、そ
の厚みを小さくできる。
【００２３】
　そして厚みを小さくすることで凝集力を向上して着色層、ひいては感熱転写層が粘着層
の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移したり、耐擦過性が低下して摩擦
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によってかすれたりするのを防止できる。
　またエポキシ樹脂は溶融粘度が小さいため、当該エポキシ樹脂等よりは凝集力、造膜性
が低い炭化水素系ワックスや、造膜に寄与しない着色剤とともに着色層を形成しているこ
とと相まって、当該着色層のキレをよくして余剥離の発生を防止でき、印刷の鮮明性を向
上できる。
【００２４】
　それとともに余剥離の部分をなくすることで、感熱転写領域の感熱転写層が余剥離の領
域とともに粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移するのを防止で
きる。
　なお感熱転写時に着色層が溶けすぎるのを抑制して余剥離の発生をより確実に防止した
り、耐擦過性を向上したりすることを考慮すると、当該着色層の炭化水素系ワックスとし
ては、剥離層の炭化水素系ワックスより融点が５℃以上の範囲で高い高分子量のものを用
いるのが好ましい。
【００２５】
　ただし着色層の炭化水素系ワックスの融点が高すぎる場合には感熱転写層の感度が低下
して転写不良によるかすれを生じるおそれがあるため、当該着色層の炭化水素系ワックス
としては、剥離層の炭化水素系ワックスより融点が１５℃以下の範囲で高いものを用いる
のが好ましい。
　また炭化水素系ワックスの配合割合が少なすぎる場合には余剥離を生じやすくなるため
、当該配合割合は、着色層を形成する固形分の総量の３質量％以上であるのが好ましい。
【００２６】
　ただし炭化水素系ワックスの配合割合が多すぎる場合には着色層の凝集力が低くなりす
ぎて当該着色層、ひいては感熱転写層が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘
着層側に転移したり、耐擦過性が低下して摩擦によってかすれたりするのを防止する効果
が不十分になるおそれがある。そのため炭化水素系ワックスの配合割合は、着色層を形成
する固形分の総量の１５質量％以下であるのが好ましい。
【００２７】
　請求項４記載の発明によれば、先に説明した、ポリオレフィン系樹脂やアルキルペンダ
ント系離型剤を含む離型処理された被印刷面等に対する接着性のよいポリオレフィン系樹
脂を含み、感熱転写時に接着層として機能するオーバー層を着色層上に積層することによ
り、当該オーバー層、着色層、および剥離層からなる感熱転写層の被印刷面への接着性を
さらに向上できる。
【００２８】
　またオーバー層に、溶融曲線がシャープで感熱転写前の感熱転写媒体をロール状に巻回
して保管している間にブロッキング等を生じにくいカルナバワックスを配合することで、
上記保管時の保存性（ブロッキング防止性）を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の感熱転写媒体の、実施の形態の一例の層構成を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は本発明の感熱転写媒体の、実施の形態の一例の層構成を示す拡大断面図である。
　図１を参照して、この例の感熱転写媒体１は基材２、当該基材２の表面（図では上側の
面）に形成された感熱転写層３、および基材２の背面（図では下側の面）に形成された背
面層４を備えている。また感熱転写層３は、基材側から順に剥離層５、着色層６、および
オーバー層７の３層を積層して構成されている。
【００３１】
　《基材２》
　基材２としては、従来同様に例えばポリスルホン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイ
ミド、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリエステル、トリアセテート等の樹脂のフ
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ィルム、コンデンサー紙、グラシン紙等の薄葉紙、あるいはセロファン等が挙げられる。
　中でもポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート等のポリエ
ステルのフィルムが機械的強度、寸法安定性、耐熱性、価格等の見地から好ましい。
【００３２】
　基材２の強度（引張強度等）を確保しながら感熱転写プリンタのサーマルヘッドにより
感熱転写層３にできるだけ効率よく熱伝達することを考慮すると、当該基材２の厚みは１
μｍ以上、特に２μｍ以上であるのが好ましく、３０μｍ以下、特に１５μｍ以下である
のが好ましい。
　《感熱転写層３》
　〈剥離層５〉
　感熱転写層３を構成する剥離層５は、先に説明したように少なくともアルキルペンダン
ト系離型剤、および炭化水素系ワックスを含んでいる。特にこの２種のみからなるのがさ
らに好ましい。
【００３３】
　（アルキルペンダント系離型剤）
　アルキルペンダント系離型剤としては、例えばビニル系連鎖やエチレンイミン系連鎖等
からなる主鎖に対して必要に応じ官能基を介して炭素数が１０～３０、中でも１２～２８
、特に１４～２４の長鎖アルキル基を側鎖としてペンダント状に導入したものなどの１種
または２種以上が挙げられる。
【００３４】
　アルキルペンダント系離型剤の具体例としては、例えばアシオ産業(株)製のアシオレジ
ン（登録商標）シリーズのうちＲＡ－４５Ａ〔ＰＶＡ系、融点：８５±５℃〕、ＲＡ－９
５Ｈ〔ＰＶＡ系、融点：９０±５℃〕、ＲＡ－８０〔ＥＶＡ系、融点：９２±５℃〕、Ｒ
Ａ－５８５Ｓ〔ＰＶＡ系、融点：９５±５℃〕、ＲＡ－９５ＨＳ〔ＰＶＡ系、融点：１０
０±５℃〕等の１種または２種以上が挙げられる。
【００３５】
　アルキルペンダント系離型剤の配合割合は、剥離層５を形成する固形分の総量の５質量
％以上、２０質量％以下に限定される。
　アルキルペンダント系離型剤の配合割合がこの範囲未満では、当該アルキルペンダント
系離型剤による離型効果が不十分になって、剥離とそれに伴う粘着層側への転移とを防止
する効果が不十分になるおそれがある。
【００３６】
　また範囲を超える場合には相対的に炭化水素系ワックスの割合が少なくなるため、当該
炭化水素系ワックスによる造膜性を向上する効果が不十分になり、剥離層の耐擦過性が低
下して摩擦によってかすれたりしやすくなるおそれがある。
　（炭化水素系ワックス）
　炭化水素系ワックスとしては、天然あるいは合成の種々の炭化水素系ワックスがいずれ
も使用可能である。かかる炭化水素系ワックスとしては、例えばパラフィンワックス、フ
ィッシャー・トロプシュワックス、ポリエチレンワックス等の１種または２種以上が挙げ
られる。
【００３７】
　炭化水素系ワックスの融点は８５℃以上であるのが好ましい。
　融点がこの範囲以上の高融点、高分子量で、ワックスの中では凝集力、造膜性に優れた
炭化水素系ワックスを選択して用いることにより耐擦過性を向上できる。
　また剥離層５が感熱転写時に溶けすぎるのを抑制して、例えば感熱転写領域に隣接する
非転写領域の感熱転写層まで基材から剥離するいわゆる余剥離の発生を防止でき、印刷の
鮮明性も向上できる。また余剥離の部分をなくすることで、感熱転写領域の感熱転写層３
が余剥離の領域とともに粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移し
てしまうのを防止できる。
【００３８】
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　ただし融点が高すぎる場合には感熱転写層の全体の感度が低下して転写不良によるかす
れを生じるおそれがあるため、炭化水素系ワックスの融点は１００℃以下、特に９５℃以
下であるのが好ましい。
　（厚み）
　剥離層５の厚みは０．５μｍ以上であるのが好ましく、１．２μｍ以下であるのが好ま
しい。
【００３９】
　厚みがこの範囲未満では、剥離層５による着色層６を保護する効果が不十分になり、ま
た範囲を超える場合には剥離層５の凝集力が低下して、やはり着色層６を保護する効果が
不十分になるおそれがある。そしていずれの場合にも粘着層の粘着力によって少なくとも
着色層６が被印刷面から剥離して粘着層側に転移したり、感熱転写層３の全体での耐擦過
性が低下して摩擦によってかすれたりするおそれがある。
【００４０】
　また厚みが範囲を超える場合には、感熱転写層３の全体の感度が低下して転写不良によ
るかすれを生じるおそれもある。
　〈着色層６〉
　着色層６は炭化水素系ワックス、バインダ樹脂、および着色剤を含んでいるのが好まし
く、特にこの３種のみからなるのがさらに好ましい。
【００４１】
　（炭化水素系ワックス）
　炭化水素系ワックスとしては、天然あるいは合成の種々の炭化水素系ワックスがいずれ
も使用可能である。かかる炭化水素系ワックスとしては、例えばパラフィンワックス、フ
ィッシャー・トロプシュワックス、ポリエチレンワックス等の１種または２種以上が挙げ
られる。
【００４２】
　炭化水素系ワックスの融点は９０℃以上であるのが好ましく、１１５℃以下であるのが
好ましい。
　また感熱転写時に着色層６が溶けすぎるのを抑制して余剥離の発生をより確実に防止し
たり、耐擦過性を向上したりすることを考慮すると、当該着色層６の炭化水素系ワックス
としては、剥離層５の炭化水素系ワックスより融点が５℃以上の範囲で高い高分子量のも
のを用いるのが好ましい。
【００４３】
　ただし着色層６の炭化水素系ワックスの融点が高すぎる場合には感熱転写層３の感度が
低下して転写不良によるかすれを生じるおそれがあるため、当該着色層６の炭化水素系ワ
ックスとしては、剥離層の炭化水素系ワックスより融点が１５℃以下の範囲で高いものを
用いるのが好ましい。
　炭化水素系ワックスの配合割合は、着色層６を形成する固形分の総量の３質量％以上、
特に５質量％以上であるのが好ましく、１５質量％以下、特に１２質量％以下であるのが
好ましい。
【００４４】
　炭化水素系ワックスは、エポキシ樹脂等のバインダ樹脂よりも造膜性が低いため着色層
６のキレをよくして余剥離の防止に寄与する成分であるが、その配合割合が上記の範囲未
満ではかかる効果が十分に得られないため余剥離を生じやすくなるおそれがある。
　一方、配合割合が上記の範囲を超える場合には着色層６の凝集力が低くなりすぎて当該
着色層６、ひいては感熱転写層３が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層
側に転移したり、耐擦過性が低下して摩擦によってかすれたりしやすくなるおそれがある
。
【００４５】
　（バインダ樹脂）
　バインダ樹脂としては、例えばエポキシ樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂等
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が挙げられる。特にエポキシ樹脂が好ましい。
　被印刷面に対する接着性に優れるとともに凝集力の高いエポキシ樹脂を主体とする着色
層６は、造膜に寄与しない顔料等の着色剤を含んでいるにも拘らず、当該着色剤の割合を
小さくして印刷の濃度を低下させることなしに、その厚みを小さくできる。
【００４６】
　そして厚みを小さくすることで凝集力を向上して着色層６、ひいては感熱転写層３が粘
着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移したり、耐擦過性が低下して
摩擦によってかすれたりするのを防止できる。
　またエポキシ樹脂は溶融粘度が小さいため、当該エポキシ樹脂等よりは凝集力、造膜性
が低い炭化水素系ワックスや造膜に寄与しない着色剤とともに着色層を形成していること
と相まって、当該着色層のキレをよくして余剥離の発生を防止でき、印刷の鮮明性を向上
できる。また余剥離の部分をなくすることで、感熱転写領域の感熱転写層３が余剥離の領
域とともに粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側に転移してしまうのを
防止できる。
【００４７】
　エポキシ樹脂としては、例えばビスフェノールＡ型エポキシ樹脂；ビスフェノールＦ型
エポキシ樹脂；フェノールノボラック型エポキシ樹脂；クレゾールノボラック型エポキシ
樹脂；脂環式エポキシ樹脂；水添ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂；水添ビスフェノール
ＡＤ型エポキシ樹脂；プロピレングリコールグリコキシエーテル、ペンタエリスリトール
ポリグリシジルエーテル等の脂肪族系エポキシ樹脂；脂肪族もしくは芳香族アミンとエピ
クロルヒドリンとから得られるエポキシ樹脂；脂肪族もしくは芳香族カルボン酸とエピク
ロルヒドリンとから得られるエポキシ樹脂；複素環エポキシ樹脂、スピロ環含有エポキシ
樹脂；エポキシ変性樹脂；ブロム化エポキシ樹脂等の１種または２種以上が挙げられる。
【００４８】
　エポキシ樹脂の具体例としては、例えば常温で固形状を呈する、三菱化学(株)製の基本
固形タイプのエポキシ樹脂のうちグレード１００１〔軟化点（環球法）：６４℃、分子量
：約９００〕、１００２〔軟化点（環球法）：７８℃、分子量：約１２００〕、１００３
〔軟化点（環球法）：８９℃、分子量：約１３００〕、１０５５〔軟化点（環球法）：９
３℃、分子量：約１６００〕、１００４〔軟化点（環球法）：９７℃、分子量：約１６５
０〕、１００４ＡＦ〔軟化点（環球法）：９７℃、分子量：約１６５０〕、１００３Ｆ〔
軟化点（環球法）：９６℃〕等の１種または２種以上が挙げられる。
【００４９】
　（着色剤）
　着色剤としては、着色層６の色味に応じた１種または２種以上の、顔料等の種々の着色
剤を用いることができる。特に印刷の耐候性等を考慮すると顔料が好ましい。
　着色剤の配合割合は、着色層６を形成する固形分の総量の４０質量％以上、特に４５質
量％以上であるのが好ましく、７０質量％以下、特に６５質量％以下であるのが好ましい
。
【００５０】
　配合割合がこの範囲未満では印刷の濃度が不十分になるおそれがある。また着色剤は、
造膜性を有しないため着色層６のキレをよくして余剥離の防止に寄与する成分であるが、
その配合割合が上記の範囲未満ではかかる効果が十分に得られないため余剥離を生じやす
くなるおそれもある。
　一方、配合割合が上記の範囲を超える場合には着色層６の凝集力が低くなりすぎて当該
着色層６、ひいては感熱転写層３が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層
側に転移したり、耐擦過性が低下して摩擦によってかすれたりしやすくなるおそれがある
。
【００５１】
　なお着色剤の配合割合は、その色味や種類、隠ぺい力等に応じて上記の範囲で適宜変更
できる。例えばカーボンブラック（黒）を５０質量％程度の配合割合で配合した場合と同
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程度の隠ぺい力を得るために必要な配合割合は、酸化チタン（白）が７０質量％程度、フ
タロシアニン（青）は５０質量％程度、マゼンタ（赤）は５５質量％程度である。
　（厚み）
　着色層６の厚みは０．２μｍ以上であるのが好ましく、０．７μｍ以下であるのが好ま
しい。
【００５２】
　厚みがこの範囲未満では印刷の濃度が不十分になるおそれがある。
　一方、厚みが上記の範囲を超える場合には、着色層６の凝集力が低くなりすぎて当該着
色層６、ひいては感熱転写層３が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側
に転移したり、耐擦過性が低下して摩擦によってかすれたりしやすくなるおそれがある。
また感熱転写層３の全体の感度が低下して転写不良によるかすれを生じるおそれもある。
【００５３】
　〈オーバー層７〉
　オーバー層７はポリオレフィン系樹脂、およびカルナバワックスを含んでいるのが好ま
しく、特にこの２種のみからなるのがさらに好ましい。
　（ポリオレフィン系樹脂）
　ポリオレフィン系樹脂としては、ポリオレフィン系樹脂やアルキルペンダント系離型剤
を含む離型処理された被印刷面等に対する接着性に優れた種々のポリオレフィン系樹脂が
いずれも使用可能である。
【００５４】
　ただしオーバー層７用の塗材は、下地となる着色層６を侵さないために水性であるのが
好ましいことから、ポリオレフィン系樹脂としては、例えば変性により水分散性を付与し
た変性ポリオレフィン系樹脂の水性分散体の状態で提供されるものを用いるのが好ましい
。
　かかる水性分散体状として供給される変性ポリオレフィン系樹脂としては、例えばユニ
チカ(株)製のアローベース（登録商標）シリーズのうちＳＡ－１２００〔融点：１００℃
、固形分濃度：２５質量％〕、ＳＢ－１００〔融点：８３℃、固形分濃度：２５質量％〕
、ＳＥ－１００〔融点：９３℃、固形分濃度：２０質量％〕、ＳＢ－１０１０〔融点：８
３℃、固形分濃度：２５質量％〕等の１種または２種以上が挙げられる。
【００５５】
　（カルナバワックス）
　カルナバワックスとしては、ヤシ科の植物の葉の分泌物から採取される種々のグレード
のカルナバワックスがいずれも使用可能である。
　かかるカルナバワックスは溶融曲線がシャープで感熱転写前の感熱転写媒体をロール状
に巻回して保管している間にブロッキング等を生じにくいため、かかる保管時の保存性（
ブロッキング防止性）を向上できる。
【００５６】
　（配合割合）
　オーバー層７をポリオレフィン系樹脂とカルナバワックスの２種のみで形成する場合、
ポリオレフィン系樹脂の配合割合は上記２種の成分、すなわちオーバー層７を形成する固
形分の総量の４０質量％以上であるのが好ましく、６０質量％以下であるのが好ましい。
　配合割合がこの範囲未満では、相対的にカルナバワックスの割合が少なくなるため、当
該カルナバワックスを配合することによる、保管時の保存性（ブロッキング防止性）を向
上する効果が十分に得られないおそれがある。
【００５７】
　一方、上記の範囲を超える場合には、ポリオレフィン系樹脂を配合することによる、離
型処理された被印刷面等に対する接着性を向上する効果が十分に得られないおそれがある
。
　なおポリオレフィン系樹脂の配合割合は、水性分散体として供給されるものを使用する
場合、当該水性分散体中の固形分、すなわちポリオレフィン系樹脂自体の配合割合とする
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。
【００５８】
　《背面層４》
　背面層４は、サーマルヘッドと接触する基材２の背面の耐熱性、滑り性、耐擦過性等を
向上するための層である。かかる背面層４は従来同様に形成できる。
　すなわち背面層４は、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、シリコーン・フッ素共重合樹脂、
ニトロセルロース樹脂、シリコーン変性ウレタン樹脂、シリコーン変性アクリル樹脂等に
よって形成できる。また背面層４には、必要に応じて滑剤を含有させても良い。
【００５９】
　背面層４は、上記の各成分を溶剤に溶解または分散させた塗剤を基材２の背面に塗布し
たのち乾燥させて形成できる。
　背面層４の厚みは０．０５μｍ以上であるのが好ましく、０．５μｍ以下であるのが好
ましい。
　厚みがこの範囲未満では、背面層４を設けることによる効果が十分に得られないおそれ
がある。一方、範囲を超える場合にはサーマルヘッドからの熱伝達の効率が低下して、感
熱転写媒体１の感度が低下するおそれがある。
【００６０】
　《感熱転写媒体１》
　上記各層を備えたこの例の感熱転写媒体１によれば、剥離層５、着色層６、およびオー
バー層７の３層からなる感熱転写層３を基材２から離型させて、被印刷面上にオーバー層
７、着色層６、および剥離層５の順に積層された状態で感熱転写させることができる。
　この状態では被印刷面への接着性をオーバー層７によって確保しながら、感熱転写層３
の最表面を構成する剥離層５に離型性に優れたアルキルペンダント系離型剤を集中的に存
在させることでその離型性を向上できる。
【００６１】
　そのため、例えばあらかじめセパレスラベルの被印刷面に印刷をし、ロール状に巻回し
た状態で保管したのち必要な長さを繰り出して使用する用途に使用しても、被印刷面に感
熱転写した少なくとも着色層６が粘着層の粘着力によって被印刷面から剥離して粘着層側
に転移したりするのを防止できる。
　また剥離層５で保護することで感熱転写層３の全体での耐擦過性を向上して、摩擦によ
ってかすれたりするのも防止できる。
【００６２】
　さらにオーバー層７の良好な接着性に基づいて感熱転写層３の感度を向上して転写不良
によるかすれ等を防止することもできる。
　なお本発明では、かかるオーバー層７を省略してもよい。その場合、着色層６のバイン
ダ樹脂としてエポキシ樹脂を使用することにより、当該着色層６自体に良好な接着性を付
与してかすれ等を防止することが可能となる。
【００６３】
　また本発明の感熱転写媒体１の用途は、先に説明した、あらかじめセパレスラベルの被
印刷面に印刷をし、ロール状に巻回した状態で保管したのち必要な長さを繰り出して使用
する用途には限定されない。例えばロール状に巻回されたセパレスラベルをロールから繰
り出した後に印刷をする用途に使用しても、当然ながら離型性を有する被印刷面に対して
鮮明で、セロピック試験をしても剥がれず、しかも耐擦過性に優れ摩擦によってかすれに
くい印刷をすることが可能となる。
【００６４】
　その他、本発明の要旨を変更しない範囲で、種々の変更を施すことができる。
【実施例】
【００６５】
　〈実施例１〉
　（基材２、および背面層４）
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　基材２としては、厚み６μｍのＰＥＴフィルムを用いた。基材２の背面には、シリコー
ン変性アクリル樹脂（シリコーンアクリルグラフト共重合樹脂）からなる厚み０．１５μ
ｍの背面層４を形成した。
【００６６】
　（剥離層５）
　アルキルペンダント系離型剤〔ＰＶＡ系、側鎖アルキル基：炭素数１８、融点：８５±
５℃〕１０質量部、および炭化水素系ワックスとしてのパラフィンワックス（融点：９０
℃）９０質量部に、トルエンＴとイソプロパノールＩの質量比Ｔ／Ｉ＝２／１の混合溶剤
を加えて剥離層５用の塗材（固形分濃度：２０質量％）を調製し、当該塗材を先の基材２
の表面に塗布したのち乾燥させて厚み０．８μｍの剥離層５を形成した。
【００６７】
　当該剥離層５におけるアルキルペンダント系離型剤の配合割合は、剥離層５を形成する
固形分の総量の１０質量％であった。
　（着色層６）
　炭化水素系ワックスとしてのフィッシャー・トロプシュワックス（融点：１００℃）１
０質量部、バインダ樹脂としてのエポキシ樹脂〔軟化点（環球法）：７８℃、分子量：約
１２００〕４０質量部、および着色剤としてのカーボンブラック５０質量部に、トルエン
ＴとメチルエチルケトンＭの質量比Ｔ／Ｍ＝７／３の混合溶剤を加えて着色層６用の塗材
（固形分濃度：２５質量％）を調製し、当該塗材を先に形成した剥離層５上に塗布したの
ち乾燥させて厚み０．３μｍの着色層６を形成した。
【００６８】
　当該着色層６における炭化水素系ワックスの配合割合は、着色層６を形成する固形分の
総量の１０質量％であった。また着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離
層５に配合した炭化水素系ワックスの融点＋１０℃であった。
　（オーバー層７）
　変性ポリオレフィン系樹脂の水性分散体〔融点：１００℃、固形分濃度：２５質量％〕
２００質量部（固形分量：５０質量部）、およびカルナバワックス５０質量部に、イソプ
ロパノールＩと水Ｗの質量比Ｉ／Ｗ＝７／１の混合溶剤を加えてオーバー層７用の塗材（
固形分濃度５質量％）を調製し、当該塗材を先に形成した着色層６上に塗布したのち乾燥
させて厚み０．２μｍのオーバー層７を形成し、剥離層５、着色層６、およびオーバー層
７の３層からなる感熱転写層３を備えた図１に示す層構造の感熱転写媒体１を製造した。
【００６９】
　〈実施例２〉
　剥離層５用の塗材に配合するアルキルペンダント系離型剤の量を５質量部、炭化水素系
ワックスの量を９５質量部として、剥離層５におけるアルキルペンダント系離型剤の配合
割合を、当該剥離層５を形成する固形分の総量の５質量％としたこと以外は実施例１と同
様にして感熱転写媒体１を製造した。
【００７０】
　〈実施例３〉
　剥離層５用の塗材に配合するアルキルペンダント系離型剤の量を２０質量部、炭化水素
系ワックスの量を８０質量部として、剥離層５におけるアルキルペンダント系離型剤の配
合割合を、当該剥離層５を形成する固形分の総量の２０質量％としたこと以外は実施例１
と同様にして感熱転写媒体１を製造した。
【００７１】
　〈実施例４〉
　着色層６用の塗材に、バインダ樹脂として、エポキシ樹脂に代えて同量のスチレン系樹
脂〔ガラス転移点（ＤＳＣ法）：６４℃、平均分子量（ＧＰＣ法）：Ｍｎ＝４０００、Ｍ
ｗ＝２２００００〕を配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を製造し
た。
【００７２】
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　〈実施例５〉
　着色層６用の塗材に、炭化水素系ワックスとして、融点が９５℃であるフィッシャー・
トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を製
造した。
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋５℃であった。
【００７３】
　〈実施例６〉
　着色層６用の塗材に、炭化水素系ワックスとして、融点が１０５℃であるフィッシャー
・トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を
製造した。
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋１５℃であった。
【００７４】
　〈実施例７〉
　着色層６用の塗材に、炭化水素系ワックスとして、融点が９０℃であるフィッシャー・
トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を製
造した。
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点±０℃であった。
【００７５】
　〈実施例８〉
　着色層６用の塗材に、炭化水素系ワックスとして、融点が１１０℃であるフィッシャー
・トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を
製造した。
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋２０℃であった。
【００７６】
　〈実施例９〉
　着色層６用の塗材に配合する炭化水素系ワックスの量を３質量部、エポキシ樹脂の量を
４７質量部として、着色層６における炭化水素系ワックスの配合割合を、当該着色層６を
形成する固形分の総量の３質量％としたこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１
を製造した。
【００７７】
　〈実施例１０〉
　着色層６用の塗材に配合する炭化水素系ワックスの量を１５質量部、エポキシ樹脂の量
を３５質量部として、着色層６における炭化水素系ワックスの配合割合を、当該着色層６
を形成する固形分の総量の１５質量％としたこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒
体１を製造した。
【００７８】
　〈実施例１１〉
　着色層６用の塗材に配合する炭化水素系ワックスの量を２質量部、エポキシ樹脂の量を
４８質量部として、着色層６における炭化水素系ワックスの配合割合を、当該着色層６を
形成する固形分の総量の２質量％としたこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１
を製造した。
【００７９】
　〈実施例１２〉
　着色層６用の塗材に配合する炭化水素系ワックスの量を１７質量部、エポキシ樹脂の量
を３３質量部として、着色層６における炭化水素系ワックスの配合割合を、当該着色層６
を形成する固形分の総量の１７質量％としたこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒
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体１を製造した。
【００８０】
　〈実施例１３〉
　着色層６上にオーバー層７を形成しなかったこと以外は実施例１と同様にして感熱転写
媒体１を製造した。
　〈実施例１４〉
　剥離層５用の炭化水素系ワックスとして、融点が８５℃のパラフィンワックスを同量配
合するとともに、着色層６用の炭化水素系ワックスとして、融点が９５℃のフィッシャー
・トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を
製造した。
【００８１】
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋１０℃であった。
　〈実施例１５〉
　剥離層５用の炭化水素系ワックスとして、融点が１００℃のフィッシャー・トロプシュ
ワックスを同量配合するとともに、着色層６用の炭化水素系ワックスとして、融点が１１
０℃のフィッシャー・トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にし
て感熱転写媒体１を製造した。
【００８２】
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋１０℃であった。
　〈実施例１６〉
　剥離層５用の炭化水素系ワックスとして、融点が８０℃のパラフィンワックスを同量配
合するとともに、着色層６用の炭化水素系ワックスとして、融点が９０℃のパラフィンワ
ックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にして感熱転写媒体１を製造した。
【００８３】
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋１０℃であった。
　〈実施例１７〉
　剥離層５用の炭化水素系ワックスとして、融点が１０５℃のフィッシャー・トロプシュ
ワックスを同量配合するとともに、着色層６用の炭化水素系ワックスとして、融点が１１
０℃のフィッシャー・トロプシュワックスを同量配合したこと以外は実施例１と同様にし
て感熱転写媒体１を製造した。
【００８４】
　着色層６に配合した炭化水素系ワックスの融点は、剥離層５に配合した炭化水素系ワッ
クスの融点＋５℃であった。
　〈比較例１〉
　剥離層５用の塗材にアルキルペンダント系離型剤を配合せず、炭化水素系ワックスの量
を１００質量部として、剥離層５におけるアルキルペンダント系離型剤の配合割合を、当
該剥離層５を形成する固形分の総量の０質量％としたこと以外は実施例１と同様にして感
熱転写媒体１を製造した。
【００８５】
　〈比較例２〉
　バインダ樹脂としてのエポキシ樹脂〔軟化点：９２℃〕１４質量部、着色剤としてのカ
ーボンブラック６質量部、４８質量部のメチルエチルケトン、および３２質量部のトルエ
ンを配合して、単層の着色層用の塗材を調製し、当該塗材を、実施例１で用意したのと同
じ基材２の表面に塗布したのち乾燥させて塗布量（単位面積当たりの固形分量）２０ｇ／
ｍ２の単層の着色層を形成し、特許文献１の実施例１の感熱転写媒体を再現した。
【００８６】
　〈比較例３〉



(14) JP 6291677 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

　着色剤としてのカーボンブラック３０質量部、バインダ樹脂としてのエチレン－酢酸ビ
ニル共重合体１０質量部、およびポリエチレンワックス〔密度：０．９７ｇ／ｃｃ（ＡＳ
ＴＭ  Ｄ７９２）、分子量：４０００（粘度法）、硬度１ｄｍｍ（ＪＩＳ  Ｋ２５３０  
針入度）〕５４質量部を含む単層の着色層用の塗材を調製し、当該塗材を、実施例１で用
意したのと同じ基材２の表面に塗布したのち乾燥させて単層の着色層を形成し、特許文献
２の実施例１の感熱転写媒体を再現した。
【００８７】
　〈比較例４〉
　バインダ樹脂としてのアルキルペンダント系離型剤〔エチレン・酢酸ビニル・ビニルア
ルコール共重合体にオクタデシルイソシアネートを付加反応させたもの〕１００質量部、
およびカーボンブラック１００質量部にトルエンを加えて単層の着色層用の塗材を調製し
、当該塗材を、実施例１で用意したのと同じ基材２の表面に塗布したのち乾燥させて厚み
５μｍの単層の着色層を形成し、特許文献３の実施例１の感熱転写媒体を再現した。
【００８８】
　〈セパレスラベルの作製〉
　坪量５０ｇ/ｍ２のグラシン紙の片面に低密度ポリエチレンを押出ラミネートして厚み
１８μｍのポリエチレン層を形成して、２層構造の基材を形成した。
　次いでこの基材のポリエチレン層側の面（被印刷面）に、アルキルペンダント系離型剤
〔エチレン・酢酸ビニル・ビニルアルコール共重合体にオクタデシルイソシアネートを付
加反応させたもの〕の溶液を塗布したのち８０℃で３０分間乾燥させて塗布量（単位面積
当たりの固形分量）０．５ｇ／ｍ２の剥離層を形成して離型処理した。
【００８９】
　また基材のグラシン紙側の面に、アクリル酸ブチルとアクリル酸のモル比７：１の共重
合体のエマルションを塗布し、乾燥させて厚み２５μｍのアクリル系粘着層を形成してセ
パレスラベルを作製した。
　〈実機試験〉
　実施例、比較例で製造した感熱転写媒体１をロール状に捲回してラベルプリンタ〔ゼブ
ラテクノロジーズ社製の１１０Ｘｉ〕に装填し、印字速度：５インチ／秒、エネルギー設
定：１０の条件で、上記セパレスラベルの被印刷面に感熱転写印刷をした。そして下記の
特性を評価した。
【００９０】
　（接着性、離型性評価）
　被印刷面に印刷をしたセパレスラベルをロール状に巻回した状態で２３℃で２４時間保
管したのち繰り出して、印刷が被印刷面から剥離したりかすれたり、あるいは粘着層側に
転移したりしたかを観察して、下記の基準で感熱転写層の接着性、離型性を評価した。
　○：粘着層側に印刷の転移なし。接着性、離型性良好。
【００９１】
　△：粘着層側に印刷の転移がわずかに見られたが印刷には影響なし。接着性、離型性通
常レベル。
　×：粘着層側に印刷の転移が見られ、印刷にもかすれ等の影響が見られた。接着性、離
型性不良。
　（余剥離の有無）
　被印刷面に印刷をしたローマ字大文字「Ａ」（フォント：ゴシック、サイズ：９ポイン
ト）の三角形の穴が抜けているか否かを観察して、下記の基準で余剥離の有無を評価した
。
【００９２】
　○：余剥離全くなし。良好。
　△：わずかに余剥離が見られたが穴は抜けていた。通常レベル。
　×：余剥離した着色層で穴が埋まっていた。不良。
　（感度評価）
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　被印刷面に幅１ドットの細線を印刷して、下記の基準で感度を評価した。
【００９３】
　○：細線を問題なく印刷できた。感度良好。
　△：細線の途切れが部分的に見られたが実用上差支えなし。感度通常レベル。
　×：細線の途切れが多発した。感度不良。
　（耐擦過性評価）
　被印刷面に印刷をした上に１．５センチ角に切った段ボールを重ね、１ｋｇの荷重をか
けて１００往復させたのち、印刷と、段ボールの印刷に重ねていた面とを観察して、下記
の基準で耐擦過性を評価した。
【００９４】
　○：段ボールは全く汚れていなかった。また印刷にも影響はなかった。耐擦過性良好。
　△：段ボールは汚れていたが、印刷に影響はなかった。耐擦過性通常レベル。
　×：段ボールは汚れ、印刷もかすれていた。耐擦過性不良。
　以上の結果を表１～表５に示す。なお表中、着色層の欄の、バインダ樹脂の種類はＥＰ
：エポキシ樹脂、Ｓｔ：スチレン系樹脂を示す。また炭化水素系ワックスのΔＭＰ（℃）
は、着色層に使用した炭化水素系ワックスの融点ＭＰ２（℃）と、剥離層に使用した炭化
水素系ワックスの融点ＭＰ１（℃）との差ΔＭＰ（℃）＝ＭＰ２－ＭＰ１を示す。
【００９５】
【表１】

【００９６】
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【表２】

【００９７】
【表３】

【００９８】
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【表４】

【００９９】
【表５】

【０１００】
　表１～表５の実施例１～１７、比較例１～４の結果より、感熱転写層１を、アルキルペ
ンダント系離型剤、および炭化水素系ワックスを含み、前記アルキルペンダント系離型剤
の配合割合が、固形分の総量の５質量％以上、２０質量％以下である剥離層５と、着色層
６の少なくとも２層を含む積層構造とすることにより、セパレスラベルの離型処理をした
被印刷面に感熱転写印刷し、当該セパレスラベルをロール状に巻回した状態で保管したの
ち繰り出した際に、印刷が被印刷面から剥離したりかすれたり、粘着層側に転移したりす
るのを防止して感熱転写層２の接着性、離型性を向上できることが判った。また剥離層５
に配合する炭化水素系ワックスは、融点が８５℃以上、１００℃以下であるのが好ましい
こともわかった。
【０１０１】
　実施例１、実施例４の結果より、着色層６を形成するバインダ樹脂としてはエポキシ樹
脂が好ましいことが判った。
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【０１０２】
　実施例１、実施例５～８の結果より、着色層６には、剥離層５に配合する炭化水素系ワ
ックスよりも融点が５～１５℃高い炭化水素系ワックスを配合するのが好ましいことが判
った。
　さらに実施例９～１２の結果より、着色層６における炭化水素系ワックスの配合割合は
、当該着色層６を形成する固形分の総量の３質量％以上、１５質量％以下であるのが好ま
しいことが判った。
【０１０３】
　そして実施例１、実施例１３の結果より、感熱転写層１を、剥離層５と着色層６の２層
に加えて、さらに着色層上に、ポリオレフィン系樹脂、およびカルナバワックスを含むオ
ーバー層７を積層した３層構造とするのが好ましいことが判った。
　また実施例１、実施例１４～１７の結果より、剥離層５に配合する炭化水素系ワックス
は、融点が８５℃以上、１００℃以下であるのが好ましいことが判った。
【符号の説明】
【０１０４】
１     感熱転写媒体
２     基材
３     感熱転写層
４     背面層
５     剥離層
６     着色層
７     オーバー層

【図１】
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